
 

会 議 記 録 

 

高松市附属機関等の会議の公開及び委員の公募に関する指針の規定により、次のとおり

会議記録を公表します。 

会  議  名 令和 4年度第 3回高松市廃棄物減量等推進審議会 

開 催 日 時 令和 5年 2月 24日(金) から 3月 6日（月）まで 

開 催 方 法 書面による審議 

議     題  高松市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについて 

公開の区分   ■ 公開  □ 一部公開  □ 非公開 

上 記 理 由  

審 議 委 員 

12人 

生嶋暹、上原加代江、栗有咲、篠田大輔、杉ノ内柚樹、長井一喜、 

中澤悦子、橋田行子、古川尚幸、古川博司、細谷芳久、松山千恵子 

欠 席 委 員 0人 

傍  聴  者   0人 

担 当 課 
お よ び 
連 絡 先 

環境総務課 （℡839－2388） 

    

審議経過及び審議結果 

（１） 高松市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについて 

【結果】 

・修正意見あり  １ 

・修正意見なし １１ 

【主な質疑・意見等】 

 ・p.43 の３（１）市民の役割についての記載は「ごみをできるだけ出さないように

し、減らすことを心がけるよう呼びかけ、実践するものです。」としてはどうか（下

線部の追記を提案）。 

・p.61のエ 焼却灰の有効利用についての記載について、「焼却灰」と排ガスに含ま

れる「飛灰」は別物質ではないか。山元還元という言葉も一般的でないように思

う。排ガス中のダストは集塵ダスト又は飛灰という表記で良いのでは。 

・p.62 のア 脱炭素型行動推進員制度の記載について、脱炭素型行動推進員の活動

は、リサイクルに関することだけでなく、ごみの減量が環境美化など脱炭素型ラ

イフスタイル推進行動全般を含むものとしてはどうか（下線部の追記を提案）。 

・p.52、p.62 のリサイクル推進員から脱炭素型行動推進員への発展的制度改正につ

いては、「地域ぐるみ」の要素や、個人の主体的取組の推進が重要になってくる。

具体的な推進員の活動をより積極的に伝えていくべきだ。 



 

・本計画については、分量も多く難解な記載もあるので、分かりやすく平易な内容に

したものもあればと感じる。 

・3月中旬のパブリックコメントの実施について、①質問事項はどのようなものか、 

 ②意見公募の対象となる市民はどのような方か、③結果をどのような形でリリー

スするか。 

  （事務局） 

今回のパブリックコメントは、高松市一般廃棄物処理基本計画の見直し（案）

について、見直しの概要等をお示ししたうえで、市民の皆様から御意見・御提案

をいただき、同計画に反映させるものだ。 

意見を提出いただける方は、高松市パブリックコメント手続要綱第３条第２項

に掲げる次の条件に該当する方となる。 

（1）本市の区域内に住所を有する者、（2）本市の区域内に事務所又は事業所を

有するもの、（3）本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者、（4）本

市の区域内に存する学校に在学する者、（5）本市に対して納税義務を有するもの、

（6）パブリックコメント手続に係わる事案に利害関係を有するもの 

パブリックコメントでいただいた御意見は集約し、ホームページ上での公開及

び総合センター・支所・出張所での資料配置を予定している。 

・p.55に「レジ袋有料化にマイバック推進」と記載があるが、「マイバック持参を推

進」ではないか。 

・本審議会の議論を参考に、ＳＤＧｓの観点から中央商店街としてエコバックの配

布やフードドライブ、こども食堂等の活動を始めた。今後も各団体の状況・課題を

聞かせてほしい。 

 

 


